
ＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）実用化推進と拠点形成に向けた検討会議設置要綱 

 
（名 称） 
第１条 この会議は、ＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）実用化推進と拠点形成に向け

た検討会議（以下「検討会議」という。）と称する。 
 
（目的） 
第２条 検討会議は、ホウ素中性子捕捉療法について、実用化と普及のために必要な課

題の整理、今後の取組指針及び関西における拠点形成について検討しとりまとめる目

的で設置する。 
 
（検討事項） 
第３条 検討会議は、前条の目的を達成するために、以下の事項について検討を行う。 
（１）ＢＮＣＴの実用化及び普及に向けて今後取り組むべき研究課題の整理並びに関係

機関及び関係者間における課題の共有化と対応策 
（２）将来の実用化を見据えた治療施設のあり方について、機能、施設及び経営等の面

からの課題の洗い出しと対応策 
（３）その他必要な事項 
 
（組 織） 
第４条 検討会議は、別紙に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 
２ 議長は、委員の互選により決定する。 
３ 検討会議には、必要に応じてワーキンググループを置く。 
４ ワーキンググループの設置及び構成員については、検討会議で協議のうえ議長が決
定する。 

 
（委員の任期） 
第５条 委員の任期は、第２条に規定する目的が達成されるまでとする。 
 
（検討会議） 
第６条 検討会議は議長が招集する。 
２ 議長が職務を遂行できない場合は、予め議長が指名する委員がその職務を代理する。 
３ 議長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。 
４ ワーキンググループに座長を置き、構成員の互選により決定する。 
５ ワーキンググループは、必要に応じて座長が招集し、これを主宰する。 
 
（事務局） 
第７条 検討会議の事務局は、大阪府、熊取町及び京都大学原子炉実験所で行う。 
 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、議長が

別に定める。 
 
 附 則 
１ この要綱は、平成 26年 5月 28日から施行する。 
２ この検討会議の設置期間は、第 2条に規定する目的が達成されるまでとする。 
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